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１　採用の状況（平成１９年度採用試験）

２　退職の状況(平成１９年度実績）

計 222人

懲戒免職

2人

67人

定年退職

3人 1人

普通退職 死亡退職

土木

4人

6人

9人

13人 3人

3人

4人

140人 28人 16人

15人 9人

試験区分 職種 受験者

土木

上級

初級

行政

13人

保育士

事務

Ⅰ　職員の任免に関する状況

合計

31人

勧奨退職

2人

7人

39人

１次合格者 ２次合格者 ３次合格者

5人

2人

2人

33人

2人

2人

Ｈ20.4.1
採用者数

5人

2人

中級
事務 12人 8人

29人

2人

15人

2人

2人

3人 2人

15人

2人
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１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、平成１９年４月１日現在の人数である。

(3) 特記事項

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

      （注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の
　    　　　　　給与水準を示す指数である。
 　　　 　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を
　  　  　　    単純平均したものである。

千円 千円 千円
6,257,232 6,7871,596,590

人
922 3,912,521 748,121

千円 千円 千円

区分 職員数

　　　　　　Ａ

13.60

給　　　　　　与　　　　　　費

Ⅱ　職員の給与及び職員数に関する状況

人件費率実質収支

　　　　　　Ｂ 前年度の人件費率

6,443

　　　　　　　　　　　％　　　　　　　千円

56,799,721

人　

143,011

　　　　　千円

1,050,596 15.62

人件費

　　　　　Ｂ／Ａ　　　

歳  出  額　

　　　　　　Ａ
区　　分

19年度

住民基本台帳人口

　　　　　（1９年度末）

　　　　　千円

8,874,373

期末・勤勉手当

　　　　　　％

19年度

（参考）類似団体一人当たり

給与費　Ｂ／Ａ　　給　 料 計　　　Ｂ職員手当 一人当たり給与費

（参考）

99.9

97.9 98.3
(H19)
97.9

(H19)
97.7

(H19)
99.6

90

95

100

105

諫早市 類似団体平均 全国市平均

（例）

（H20）

（H20） （H20）
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２０年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

諫早市

諫早市

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成１7～１9年の3ヶ年平均）
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

　　　　③教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の
 　　　　 平均である。                                                                          
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、　　　 

同じベースで再計算したものである。

C／D

－

時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態

また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務

うち教育環境整備員

国

うち用務員

類似団体

4,170,000円

4,877,200円

2,917,100円

6,890,000円

平 均 年 齢

43.2 336,351

うち学校給食員

458,603

43.6歳

216,800円

299,700円

53.9歳

390,663

378,371405,745

387,506

（国ベース）

393,573440,998

417,45243.3

平均年齢

347,054諫早市

－

平均給与月額

※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前
年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた額が試算額である。

225,900円

41.8歳

平均給料月額

民　　　間

平均給与月額

360,809

区　　分

49.9歳

長崎県

国

類似団体

1.39

1.31

45.7歳

48.9歳

うち用務員

うち教育環境整備員

長崎県

325,113

43.8

41.1

43.5

類似団体 343,153

平均給与月額

平均給料月額

384,102円

405,389円

416,040円

356,049

手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と

区分

405,031

国

平均給与月額

－ －－

平均年齢
対応する民間

（B)

－

－

の類似職種

区　　分 平均給与月額

公　　務　　員

平均年齢
平均給与額

職員数 平均給料月額
（A） （国ベース）

50.9歳

49.5歳

53.3歳

55人

18人

10人

うち学校給食員

558人

380,659円

402,722円

416,040円

7人

364,580円

389,439円

395,020円

286,457円

調理士

－

民間（D）

－

－

295,400円 用務員

284,679円

年収ベース（試算値）の比較

4784人

6,699,600円

319,526円

参　　　考

－ －

2.30

－

320,623円

345,837円

1.87

公務員（C）
A／B

97人 322,887円47.3歳

－－

－

－

43.1

区 分

類似団体

調査において明らかにされているものである。　　　　　 

諫早市

長崎県 393,480

445,12246.3

－

－
－

長崎県 －
－
－

－－
－

3,227,400円

－
－

廃棄物処理業従業員

295,400円

－

358,405円

374,779円

344,370円

－

1.65

1.51
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(2) 職員の初任給の状況（２０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 －

円 円 －

円 円 －
円 円 －

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

287,200

248,300

137,200

大　学　卒

－

207,500

高　校　卒 232,300

197,800

技能労務職

－中　学　卒

教　育　職

高　校　卒

技能労務職

中　学　卒

大　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

－

一般行政職 285,700

一般行政職

区　　　         分

短　大　卒
大　学　卒

経験年数15年以上20年未満経験年数10年以上15年未満

Ⅰ種　185,800
Ⅱ種　172,200

140,100

168,600

154,300

242,800

139,700

192,800

経験年数７年以上10年未満

246,500

168,600

125,400

192,800

国長崎県

172,200 172,200

140,100140,100

337,200

諫早市区　　　　　分
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（２０年４月１日現在）

（注）１　諫早市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

　　　　　　　　％　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

97

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

113

部理事、部次長、支所長、参事監
教育委員会事務局次長、執行機関の
事務局長

　　　　　　　　％

14.4

3.6

　　　　　　　　％

構成比

　　　　　　　　人

８　　級

本庁の課長、参事、困難な業務の出先
機関の長・公の施設の長、相当な知識
等を必要とする支所の課長・出張所
長・分室長、困難な公の施設の長、議
会事務局次長

28

　　　　　　　　人

部長、議会事務局長

室長、課長補佐又は参事補、出先機
関の長又は困難な出先機関の次長、
支所の課長、出張所長又は分室長、公
の施設の長又は困難な公の施設の副
館長・副所長・次長、執行機関（教育委
員会除く）の事務局の次長

主任

10

職員数

　　　　　　　　％

204

　　　　　　　　％

標準的な職務内容

1.3

区　　分

７　　級

６　　級

５　　級

４　　級

　　　　　　　　人

１　　級

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

63

241

定型的な業務を行なう職務
27 3.4

３　　級

２　　級

12.4

　　　　　　　　％

8.0

30.8
副主任

26.1

特に高度の知識又は経験を必要とする
業務を行なう職務

１級
3.4%

１級
3.9%

２級
8.0%

２級
8.8%

３級
30.8%

３級
27.5%

４級
26.1%

４級
27.4%

５級
12.4%

５級
11.4%

６級
14.4%

６級
15.8%

７級
3.6%

７級
4.1%

８級
1.3%

８級
1.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２０年の構成比 １年前の構成比
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(2) 昇給への勤務成績の反映状況

４　職員の手当の状況
 (1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（1９年度） １人当たり平均支給額（1９年度）

千円　 千円　

（１９年度支給割合） （1９年度支給割合） （1９年度支給割合）

　　期末手当　　　　　　　勤勉手当 　　期末手当　　　　　　　勤勉手当 　　期末手当　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（1.6） 月分 （0.75） 月分 （1.6） 月分 （0.75） 月分 （1.6） 月分 （0.75） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算　5～15％ ・役職加算　5～20％ ・役職加算　5～20％
･管理職加算　10～20％ ・管理職加算　10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

(2) 退職手当（２０年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例 その他の加算措置 定年前早期退職特例

措置（2％～20％加算） 措置（2％～20％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成１９年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

41.34

59.28

59.28

59.28

33.5

47.5

国

勤務成績は標準の成績率を適用した。

59.28

47.5

23.5

59.28

59.28

30.55

諫　　　　　　　　　　　早　　　　　　　　　　　市

年に１回の勤務評定を行い、昇任、昇格、配置転換、人材育成等に活用している。

1,731

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

30.55

3.0

職制上の段階、職務の級等による加算措置

1.5

25,8987,194

1.5

1,858
－

年に1回の勤務評定を行い、昇任・昇格、配置転換、人材育成等に活用している。

国

職制上の段階、職務の級等による加算措置

33.5

諫　　　　早　　　　市

3.0 1.5

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

41.34

23.5

長　　　　崎　　　　県

3.0
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 (3) 地域手当
（平成２０年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

（平成２２年度の制度完成時）

％ ％

％ ％

％ ％

（注）国の制度では、平成２２年度での完成を目指して、平成１８年度から支給率を段階的に引上げることとしている。

 (4) 特殊勤務手当（２０年４月１日現在）
千円

　円

　％

 (5) 時間外勤務手当
千円

千円

16.04東京都特別区

長崎市

3

3

16.0

左記職員に対する支給単価

15

主な支給対象業務

伝染病防疫作業手当

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

246,569

出張し滞納者の物件の差押に従事

5.57

主な支給対象職員

納税課

手当の種類（手当数）

14,993

4,191支給実績（１９年度決算）

914

18

3

3

18

6

支給率 国の制度（支給率）

支給実績（１９年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

小ヶ倉斎苑、鹿ノ塔斎場火葬業務手当

出張し滞納者の物件の引揚に従事

手当の名称

東京都特別区

職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年度）

支給対象地域

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

長崎市

市税等物件差押手当

測量業務に従事する職員

し尿処理業務手当 衛生センター、新倉屋敷クリーンセンター

測量業務手当

健康福祉センター

犬猫等死体処理手当

野犬捕獲手当

野犬薬殺手当 環境保全課

環境保全課

環境保全課

病害虫等駆除手当

市税等賦課調査手当 市民税課、資産税課

保護課行旅死亡人収容手当

生活保護業務手当

保護課行旅病人救護手当

保護課

環境保全課

１回につき1,500円

345

1日につき150円

1日につき130円

１日につき4,000円

１日につき330円

１日につき5,000円

1日につき130円

野犬の捕獲作業従事

１日につき260円出張し査察指導、現業・医療事務等に従事

犬猫その他の死体の処理

し尿処理に直接従事

市税等徴収手当

１日につき260円

１日につき330円市税等物件引揚手当

納税課

納税課

出張し５時間以上の徴収業務に従事

5時間以上の薬剤散布作業に従事

行旅病人の救護作業従事

出張し５時間以上の調査業務に従事

252,932

火葬業務に直接従事

行旅死亡人の収容作業従事

野犬の薬殺作業従事

１日につき780円

1日につき1,000円

１回につき650円

伝染病の防疫作業に従事

支給実績（１９年度決算）

1日につき1,000円

国の制度（支給率）

１件につき330円

出張して5時間以上の測量業務に従事
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(6) その他の手当（２０年４月１日現在）

円

５　特別職の報酬等の状況（２０年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　（算定方式） 　（１期の手当額） 　（支給時期）
96万円×55/100×在職月数 万円 任期毎
78万円×35/100×在職月数 万円 任期毎
在職月数は最高48月

（注）１　給料及び報酬の（　　）内は、減額措置を行う前の金額である。

　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期

　　　　（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

490,000

369,000

339,000

677,600

611,200

55,627

431,000

報
酬

市 長

－

960,000

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）

500,000
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）

538,000

623,000

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）
780,000 840,000

給　料　月　額　等

1,080,000

420,000

部長相当職　20％、部次長相当職
17％、課長相当職14％、課長補佐
相当職12％

宿日直勤務を命ぜられた職員に支
給　１回につき4,200円

給
料

管理職手当

宿日直手当

異なる

区 分

副 市 長

扶養手当

通勤手当

住居手当

副 議 長

議 長

子等　月額6,500円

【交通機関等利用者】最も経済的
かつ合理的であると認められる運
賃に応じて全額支給（限度額
50,000円）
【交通用具使用者】距離段階区分
に応じて3,300円～22,200円

配偶者　月額13,000円

1人目(配偶者なし）　月額11,000円
特定期間の加算　月額5,000円

議 員 405,000

（平成２０年度支給割合）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）

期
末
手
当

退
職
手
当

副 議 長
議 員

市 長
副 市 長
議 長

3.35

市 長
副 市 長
備 考

3.35
（平成２０年度支給割合）

2,534

国は定額制

1,310

264

244,722

213,846 655,970

163,474

44,100

196,565

（1９年度決算）

【交通機関等利
用者】国の限度
額55,000円
【交通用具使用
者】国の区分に
1,300円加算

71,096

－

平均支給年額

同じ

国の制度と
異なる内容

支給職員１人当たり支給実績
（1９年度決算）

　　　　　　千円

58,227異なる

－同じ

国の制度
との異同

【借家等】月額12,000円を超える家
賃を支払っている職員に対し、負
担している家賃の額に応じて最高
27,000円まで支給
【持家】住宅を新築・購入後、5年
間2,500円

手　当　名 内容及び支給単価

（参考）類似団体における最高／最低額

同じ
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６　職員数の状況
　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。（教育長を含む）

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

(2) 年齢別職員構成の状況（２０年４月１日現在）

事務内容の充実

事務の効率化

人

59歳

総務

税務

小　計

土木

小　計

　教育部門

公
営会
企計
業部
等門

労働

衛生

民生

小　計

82

業務の効率化

[  1,181 ］
1,077

43

[        0 ］

154 △ 3

合　　計

普
通
会
計
部
門

水道

下水道

商工

その他

943

27歳

43

31歳

人
職員数

19

23歳

24歳

6 135 0124 119 129 137 142 12399

人 人人 人 人

20歳 20歳 28歳

～ ～

人人人

～

農林水産

9

0

△ 2

0

　　　　　　　　区　　分
　部　　門

対前年
増減数

議会

平成19年 平成20年

一
般
行
政
部
門

120

266
58

0

124
19

9

職員数

88

～

△ 4

△ 12

0

0

1,100

42

業務内容の充実

事務の効率化

事務の効率化

事務の効率化

36歳

156

19

68

47

157

[  1,181 ］

787

137141

以上

～

44歳

55歳47歳 51歳

～ ～

52歳 56歳 60歳

主な増減理由

△ 1

△ 6

事務の効率化

1,076

計

86

人

△ 20

148 △ 8

76

35歳

＜参考＞
　　人口1万人当たり職員数　54．19人
　（類似団体の人口1万人当たり職員数　55．01人）

△ 4

未満
区　分

40歳

～

48歳

人 人

43歳

＜参考＞
　　人口1万人当たり職員数　64．54人
　（類似団体の人口1万人当たり職員数　76．64人）

事務の効率化

△ 23

923

44 △ 3

＜参考＞
　　　人口1万人当たり職員数　75．31人

1

事務の効率化

5

△ 157

67

～

32歳

～

775

39歳

271

0

2

4

6

8

10

12

14

構成比

%（例）
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(3) 定員管理の数値目標及び進捗状況
　①　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

　（参考）諫早市定員適正化計画における定員管理の数値目標（数・率）

（注）　集中改革プラン、諫早市定員適正化計画における職員数には教育長を含まない。

②　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。

      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

      ３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目

　以降現年までの職員増減数の累計を示す。

終　期

-

-

-155

-

-

-

△ 12

（参考）

数値目標計

平成17年～20年

一般行政

職員数

△ 5

計画期間

計画始期

1,134 1,069

平成17年4月1日

始　期

△ 12

147

３　年　目

純減率純減数

平成17年4月1日

172

△ 17△ 1

1134 1118

154

795

平成１８年平成１7年

△ 3

792

平成30年4月1日 213人の減

増　　減

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

職員数

平成１９年

２　年　目

平成20年

787

計

173

公営企業
等会計

教　　　育
職員数

増　　減

増　　減

166

職員数 -

-

△ 16

△ 8

1099 1076

△ 23△ 19

△ 33

154157 -職員数 -

1069

-

△ 65

増　　減

-

775

１　年　目

平成22年4月1日
職員数

-58（89.2％）

-

数値目標

5.765
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７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況
　 ア　決算

純損益又は実 職員給与費 総費用に占める （参考）
　質収支 職員給与費比率 18年度の総費用に占

Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

イ　予算
区分 職員数

　　　　　　ＡＡ 期末・勤勉手当

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、平成１９年４月１日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２０年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況
 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　
（1８年度支給割合） （1８年度支給割合） 
　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分
（1.6） 月分 （0.75） 月分 （1.6） 月分 （0.75） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　５～１５％ ・役職加算　５～１５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

518,963

千円　

566,748

571,242374,552

１人当たり平均支給額（１９年度）
一般行政職

千円

　　　　　　区　　分

21.1

千円

3.0

１人当たり平均支給額（１９年度）

19年度

基本給

千円
20年度

66 110,639

平　均　年　齢

3.0

諫早市水道事業

1,731

1.50

1,636

諫早市水道事業

1.50

45.5

40.9

市 町 村 平 均

329,725

％　　　　 ％　

区分

給与費　Ｂ／Ａ　　

21.3

一人当たり

68,870269,356

2,464,296

千円人

職員手当

6,801

平均月収額

448,865

総費用

Ａ  

計　　　Ｂ

千円

175,936

千円　

給　　　　　　与　　　　　　費

　　　　千円

給　 料
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イ　退職手当（２０年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例 その他の加算措置 定年前早期退職特例

措置（2％～20％加算） 措置（2％～20％加算）
１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

ウ　地域手当（２０年４月１日現在）
支給していない。

エ　特殊勤務手当（２０年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円
千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（２０年４月１日現在）

円

円

キ　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

     →6(3)③の参考を参照

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）
支給実績（１９年度決算）

支給実績

290
15,943

一般行政職一般行政職

特定期間の加算　月額5,000円

－

子等　月額6,500円

住居手当

【借家等】月額12,000円を超える家
賃を支払っている職員に対し、負
担している家賃の額に応じて最高
27,000円まで支給
【持家】住宅を新築・購入後、5年
間3,000円

支給実績（１９年度決算）

一般行政職

扶養手当
1人(配偶者なし）　月額11,000円

通勤手当

部長相当職　20％、部次長相当職
17％、課長相当職14％、課長補佐
相当職12％

【交通機関等利用者】最も経済的
かつ合理的であると認められる運
賃に応じて全額支給（限度額
45,000円）
【交通用具使用者】距離段階区分
に応じて3,300円～22,200円

同じ －

管理職手当 同じ

の制度との （1９年度決算）

千円

4,871同じ －

同じ

33.5

30.5523.530.55

41.34

1,099

59.28

7,194

59.28

25,898

59.28

22,420

手　当　名 の制度との
異同

－ －

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

33.5

23.5

41.34

59.28

平均支給年額

支給職員１人当たり

47.5 59.28

74.2

内容及び支給単価

諫早市水道事業

異なる内容

4,036

円

（1９年度決算）

－

194,852

11,349

千円

千円 65,098

231,614

配偶者　月額13,000円

円

647,702千円13,602

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

47.5 59.28

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年度）
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　(２)　工業用水道事業
  　① 職員給与費の状況

  ア　決算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　給与費は当初予算に計上された額である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２０年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況
 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　
（18年度支給割合） （18年度支給割合） 
　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分
（1.6） 月分 （0.75） 月分 （1.6） 月分 （0.75） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　５～１５％ ・役職加算　５～１５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２０年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例 その他の加算措置 定年前早期退職特例

措置（2％～20％加算） 措置（2％～20％加算）
１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

ウ　地域手当（２０年４月１日現在）
支給していない。

％　

総費用に占める （参考）18年度の総費用に

職員手当 期末・勤勉手当

諫早市工業用水道事業

職員数

32,025

　　％　　　　

純損益又は実 職員給与費

質収支

4.7 6.210,077

B 職員給与費比率B/A占める職員給与費比率％

1,595

19年度
　　　　千円 千円　 千円　

212,588

区分

A

給 与 費

区分 総費用

基本給

374,37530.5 248,900

平均月収額

　　　　　　Ａ 給　 料

市町村平均

諫早市工業用水道事業

　　　　　　区　　分

2 5,88920年度

一般行政職

45.2 369,079 567,700

１人当たり平均支給額（１９年度）

1.50

41.34 33.5 41.34

1,501

平　均　年　齢

1.50

1,7311,119

4,493

23.5 30.55

33.5

3.0

8,985

１人当たり平均支給額（１９年度）

諫早市水道事業 一般行政職

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

23.5

3.0

47.5

30.55

59.28 47.5 59.28

25,898

59.28 59.28

一人当たり給与費
　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　　　　　　計　　　　　Ｂ

59.28 59.28

－ － 7,194
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イ　特殊勤務手当（２０年４月１日現在）
千円
　円
　％

ウ　時間外勤務手当
千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

エ　その他の手当（２０年４月１日現在）

円

円

千円 0

【借家用】月額12,000円を超える
家賃を支払っている職員に対し、
負担している家賃の額に応じて

同じ － 0

異なる内容

円

【持家】住宅を新築・購入後、5年

円0
1人(配偶者なし）　月額11,000円

平均支給年額

支給職員１人当たり

328

の制度との
支給実績一般行政職 一般行政職

164

千円－同じ

配偶者　月額13,000円

39,600

【交通機関等利用者】最も経済的
かつ合理的であると認められる運
賃に応じて全額支給（限度額
45,000円）
【交通用具使用者】距離段階区分
に応じて3,300円～22,200円

同じ 79 千円－

子等　月額6,500円

0

0千円

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

9

100.0
支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

（1９年度決算）異同

支給実績（１９年度決算）

手　当　名 内容及び支給単価 の制度との （1９年度決算）

住居手当

通勤手当

特定期間の加算　月額5,000円

最高27,000円まで支給

間2,500円

扶養手当

支給実績（１９年度決算）
3,000

職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年度）

管理職手当
部長相当職　20％、部次長相当職
17％、課長相当職14％、課長補佐
相当職12％

同じ － 0
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１　勤務時間

※　職場等により、上記と異なる場合があります。

２　休暇制度

(１）年次有給休暇の取得状況（平成１９年）

１年につき２０日付与
※付与された翌年度に限り繰越可能(最大４０日）

（２）その他の休暇制度

無
給
休
暇

３　育児休業の取得状況

【平成１９年度実績】

(１）分限処分の状況　【平成１９年度実績】

0 人 0 人 18 人 0 人

(２）懲戒処分の状況　【平成１９年度実績】

2 人 1 人 3 人 2 人

減給 戒告

休職 降給降任 免職

休憩時間

休息時間

休暇の種類 内                            容

制度の概要

結婚する職員に対し、最大７日間付与

0人 0人

平均取得日数

子の看護休暇

１２時１５分～１３時

１５時～１５時１５分

病気休暇

小学校就学前の子の看護のため、１年につき５日の範囲内で付
与

結婚休暇

忌引休暇

１０．５日

亡くなった親族の続柄等により最大１０日間まで付与

男性

19年度に新たに取得した職員

有
給
休
暇

負傷又は疾病のため療養を要する場合、必要最小限と認められる休暇を付与

産前・産後休暇

区分

１７時１５分終了時刻

介護休暇

免職 停職

８時３０分開始時刻

女性 11人

７～９月の間において３日間付与

特別休暇
（主なもの）

配偶者、父母、子、配偶者の父母などで、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営
むのに支障があるものの介護を行なう場合、６月を限度として必要な休暇を付与

夏季休暇

出産予定日の８週間前から出産日まで及び出産の翌日から８週
間を経過するまでの期間付与

12人

Ⅳ　職員の分限及び懲戒処分の状況

前年度からの継続者

１２時～１２時１５分

Ⅲ　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
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(１）営利企業等の従事の状況　【平成１９年度実績】

19 件

(２）職務専念義務免除の状況　【平成１９年度実績】

26 件

(１）職員研修の状況　【平成１９年度実績】

区分

そ
の
他

(２）勤務評定の状況　【平成１９年度実績】

年１回

課長補佐級以上

上司が項目ごとに５段階評価

昇任・人事異動などに活用

受講者数

中堅職員に必要な知識、態度、問題解決能力等を習得させる

調査員等に従事

Ⅵ　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

8

27

20

24

主な内容

研修名

3

実践的な職場研修の進め方、部下職員の育成について学ぶ職場研修指導者研修

政策立案研修

中都市中堅職員研修

中堅職員研修 22

20

850

41

1

1

18

122

512

2

1

29

Ⅴ　職員の服務の状況

18

全国建設研修センターに派遣し技術職の養成を図る

長崎県市町村行政振興協議会が開催する専門実務研修等に派遣する

友好交流都市派遣

行政振興協議会派遣研修

九州地方整備局

接遇意識の改革、クレームへの適確な対応等窓口サービスの向上を図る

法制執務研修

ＯＡ研修

厚生労働省、農林水産省に派遣し、実務研修を行なう

自治大学派遣研修 2

市町村アカデミー

ナーク派遣

全国建設研修センター

自治大学校において政策形成能力や行政管理能力を養成する

九州地方整備局に派遣し技術職の養成を図る

住民対応接遇研修

条例、規則の立案のために必要な基礎的知識を学ぶ

市町村職員中央研修所に派遣し、専門的、実務的な研修を受講する

自主研修 通信教育講座への支援

県等派遣研修

実施時期

対象

実施内容

結果の活用

交通安全研修 交通安全に対する意識向上を図る

パソコンの基礎及びソフトに対する理解を深め、実務での有効活用を図る

6

専
門
研
修

国派遣研修派
遣
研
修

89

97

長崎県建設技術研究センターに派遣し技術職の養成を図る

友好交流都市である出雲市、津山市に派遣し、実務研修を行なう

長崎県、諫早土木事務所等に派遣し、実務研修を行なう

メンタル研修 メンタルヘルスに関する研修を行う

管理職員として要求される高度の識見と行政運営能力の向上を図る

市職員として必要な知識や態度を学び、本市に対する理解を深める

消防防災の知識及び技術の習得とボランティア精神の涵養を図る

政策課題の策定、企画立案、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの手法について学ぶ

意識改革、創造性、基本的政策能力の養成を図る

階
層
別
研
修

管理職研修

防災大学

許可件数 主な内容

消防団活動、スポーツ大会役員等

目的及び概要

承認件数

新規採用職員研修
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(１）健康診断等の受診状況　【平成１９年度実績】

(２）公務災害認定件数　【平成１９年度実績】

(３）措置要求の状況【平成１９年度実績】

(４）不服申立ての状況【平成１９年度実績】

定期健康診断

受診者数

48人ガン検診

区分

Ⅶ　職員の福祉及び利益の保護の状況

228人

人間ドック

823人

309人

健康相談

未処理件数
0
0
0

0 0
0
0

0
0

0

区分 申立て件数 処理件数 未処理件数
懲戒処分 0 0

0
分限処分 0 0 0

その他の人事上の処分 0 0

通勤災害

傷病 死亡

1人 0人

その他の勤務条件

区分 要求件数

給　　　　与
勤務時間

処理件数

新規認定件数
区分

6人 0人公務上の災害
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